
 

 

 

 

発行 札幌市豊平区西岡・福住地区在宅医療連携拠点事業推進協議会 「とよひら・りんく」事務局 

                平成 26年度活動の開始 
         第１回合同会議を開催 

平成 26年 5月 26日（月）18:30～20:00（豊平区民センター） 

                  平成 26年度第 1回合同会議を開催しました。 

行政・医療・介護関係者等、88名が参加されました。 

                             

                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                    緑の街診療所 院長 鈴木 研一 先生 
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札幌市豊平区西岡・福住地区在宅医療連携拠点事業推進協議会    平成 26年 6月 2日発行 第 22号 

 

 

                  参加者全員で看取り過程の患者様の症例検討会を行いました。 

                  主治医（外来通院時、訪問診療医）、訪問看護師、介護支援専門員がそれぞれ 

                 の立場から、外来通院時、訪問診療導入時、看取り過程などの場面で議論を行い

ました。フロアからも意見を頂き、活発な意見交換でした。今後も継続できたら

と思います。 

アンケート（一部） 

・チームとして振り返ることの重要性を再確認できた。（医療機関リハビリ職） 

・実際の事例でご家族の想いや状況を通して理解できた。（医療機関ＭＳＷ） 

・看取りの場面に関わることが少ないので、実際の状況や問題点を聞けて勉強に     

なった。（調剤薬局薬剤師） 

・訪問診療となった段階でご家族への説明などが大切だと思った。 

（介護施設介護職） 

・医療、介護関係者とご家族がしっかりとお話することは大切だと感じた。 

（医療機関看護師） 

 

 

症例検討会について 

 

合 同 会 議 の 様 子 

 

                「救急搬送と在宅療養患者の尊厳」と題して、緑の街診療所 院長 鈴木研一先生に

講演をして頂きました。 

                DNAR ：do not attempt resuscitate（蘇生措置拒否）、JCS：Japan Coma Scale（意

識状態の評価）等のお話をまじえながら、実際の事例を通してお話頂きました。 

アンケート（一部） 

・DNAR について詳しく聞けて、勉強になりました。（医療機関リハビリ職） 

               ・救急搬送について、実際の流れなど興味深かった。（医療機関リハビリ職） 

               ・死体検案について、知ることが出来た。（有料老人ホーム介護職） 

・現在、施設で看取り対応をしているため、参考になることが多かった。（有料老人ホーム介護職） 

・リビング・ウィルの必要性について再認識できた。（在宅事業所介護支援専門員） 

・法的な根拠を知ることができた。（医療機関看護師） 

・救急要請について、具体的に知ることができた。（医療機関医師） 

 

 

 

 

救急搬送と在宅療養患者の尊厳について 

 

（講演会の様子） 

 

 



用語の解説 DNAR（参照:日本救急医学会ホームページより） 

患者本人または患者の利益にかかわる代理者の意思決定をうけて心肺蘇生法をおこなわないこと。ただし，患者

ないし代理者への informed consentと社会的な患者の医療拒否権の保障が前提となる。欧米では実施のためのガイ

ドラインも公表されている。1995 年日本救急医学会救命救急法検討委員会から「DNR とは尊厳死の概念に相通じる

もので，癌の末期，老衰，救命の可能性がない患者などで，本人または家族の希望で心肺蘇生法（CPR）をおこなわ

ないこと」，「これに基づいて医師が指示する場合を DNR 指示（do not resuscitation order）という」との定義が

示されている。しかし，わが国の実情はいまだ患者の医療拒否権について明確な社会合意が形成されたとはいい難

く，また DNR実施のガイドラインも公的な発表はなされていない。なお AHA Guideline 2000では，DNRが蘇生する

可能性が高いのに蘇生治療は施行しないとの印象を持たれ易いとの考えから，attemptを加え，蘇生に成功すること

がそう多くない中で蘇生のための処置を試みない用語として DNAR（do not attempt resuscitation）が使用されて

いる。 

 

                            今年度の活動スケジュールについてお知らせ致します。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ：http://www.toyohiralink.jp/ に各種情報を掲載しております。ご覧ください。 

         

「看取りに関するリーフレット」      「訪問薬剤リーフレット」       「Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ」（全 22号） 

   （療養支援からご覧頂けます）    （療養支援からご覧頂けます）     （活動報告からご覧頂けます） 

 

  とよひら・りんく事務局 西岡病院 地域連携室 岡村・川村   ホームページ：http://www.toyohiralink.jp/      

電 話 011-853-8322（平日 9－17時）  メールアドレス：info@toyohiralink.jp 

第 2 回合同会議 8 月 25 日（月）、第 3 回合同会議 10 月 27 日（月）、第 4 回合同会議 3 月 16 日（月）となって

おります。その他、研修会については、またホームページ等でご案内致します。 

 

学会、講演会 報告 

今年度の活動について 

「北海道慢性期医療協会 講演会・シンポジウム」（参加者 約 200 名） 

 4 月 26 日（土）札幌市社会福祉総合センターにて「人生の最期に寄り添う～連携と

看取り～」と題して、講演会・シンポジウムが開催され、当会 五十嵐副会長が演者と

して出席致しました。当会の取り組みについて報告させて頂きました。 

 

とよひら・りんく 情報 

http://www.toyohiralink.jp/
http://www.toyohiralink.jp/
mailto:info@toyohiralink.jp

